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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源配線との接続位置、および接続配線種の情報を含む２以上の電源端子を有する回路
ブロックが少なくとも１つ配置されている回路装置に対して、前記電源配線を抵抗要素に
分割して電源網解析を、コンピュータを用いて構築された解析システムで前記コンピュー
タの情報処理として行う電源網解析方法であって、
　前記回路ブロック内において、前記接続配線種の情報に基づき前記電源端子間を相互に
接続して仮想電源配線を生成する仮想配線生成ステップと、
　前記電源配線と前記仮想電源配線とを、抵抗要素に分割して抵抗網ネットリストを抽出
する抵抗網抽出ステップとを有することを特徴とする電源網解析方法。
【請求項２】
　前記回路ブロックの対向する境界辺上に２つの前記電源端子が対向して存在する場合、
前記仮想配線生成ステップは、対向する前記境界辺に向かう直線部で前記電源端子間を接
続することにより前記仮想電源配線を生成することを特徴とする請求項１に記載の電源網
解析方法。
【請求項３】
　前記回路ブロックの対向する境界辺上に２つの前記電源端子が非対向で存在する場合、
前記仮想配線生成ステップは、対向する前記境界辺に向かう直線部を、１または２の屈曲
部で結んで前記電源端子間を接続することにより前記仮想電源配線を生成することを特徴
とする請求項１に記載の電源網解析方法。
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【請求項４】
　前記仮想電源配線の仮想経路を定義する仮想経路定義ステップを有し、前記仮想配線生
成ステップでは、定義された前記仮想経路に基づき前記仮想電源配線を生成することを特
徴とする請求項１に記載の電源網解析方法。
【請求項５】
　前記電源端子間、前記仮想電源配線間、または前記電源端子と前記仮想電源配線との接
続において相互の前記接続配線種が異なる場合、配線経路中に前記接続配線種間を接続す
る接続部を生成することを特徴とする請求項１に記載の電源網解析方法。
【請求項６】
　前記仮想電源配線の配線種は前記接続配線種の情報に基づいて選択された前記電源配線
と同じ配線種であり、前記仮想電源配線は前記電源端子を介して前記電源配線と接続され
ることを特徴とする請求項１に記載の電源網解析方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、回路装置における電源網解析に関するものであり、特に、回路装置内に配置
されている回路ブロック内の電源網を考慮した電源網解析に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　半導体集積回路装置に代表される回路装置においては、複数の回路ブロックが配置され
た上で相互に電源配線が接続されて全体の回路が構成されている。電源配線が個々の回路
ブロックに必要充分な電源を供給し、全体として正常動作を確保することができるか否か
の検証を行うことを目的として電源網解析が行われる。
【０００３】
　電源網解析は、理想的には、回路装置内に配線されている全ての電源配線について、配
線上に有する抵抗を抵抗要素として抵抗網ネットリストを抽出することが必要であり、こ
れにより正確な解析結果を得ることができる。しかしながら、回路規模の増大に伴い回路
ブロック内の電源配線網の処理方法が問題となっており、処理方法に応じて解析時間と解
析精度が異なってくる。
【０００４】
　従来より行われている第１の処理方法は、回路ブロック間の電源配線と共に，回路ブロ
ック内の電源配線に対しても抵抗網を抽出する方法である。全ての電源配線を忠実に抵抗
網ネットリストにモデル化することができ、高精度の電源網解析が可能となる。
【０００５】
　従来より行われている第２の処理方法は、特許文献１に開示されている方法である。特
許文献１の方法では、電源配線網は、各回路ブロックに電源電圧ＶＤＤを供給する電源配
線の等価抵抗、および各回路ブロックの電源端子における電流消費量を持つ電流源で構成
される。
【０００６】
【特許文献１】
　　　　　特開２０００－５７１８６号公報（段落００７４、第１１図）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、第１の処理方法では、全ての電源配線網パターンから抵抗網を抽出する
ことから、多くの抽出処理時間を要すると共に、回路規模によっては膨大な抵抗網ネット
リストとなってしまうため、電源網解析自体にも多大な処理時間を要することとなる。多
大な解析時間が必要となり問題である。更に、現実的な時間で電源網解析を行うことがで
きる抵抗網ネットリストには限界があり、解析可能な回路規模が制限されてしまうおそれ
があり問題である。
【０００８】
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　また、特許文献１に開示されている第２の処理方法では、回路装置に配置されている回
路ブロック内で消費される消費電流を、電流源として各電源端子に割り振って回路ブロッ
ク内の電流消費量をモデル化するものの、回路ブロック内の電源配線については抵抗網と
してモデル化されないため、回路ブロックを通過する電源電流が電源網解析に反映されず
、解析精度上の問題が生ずるおそれがある。
【０００９】
　本発明は前記従来技術の課題の少なくとも１つを解消するためになされたものであり、
回路ブロック内の電源配線を簡略化された抵抗網としてモデル化することにより、解析精
度が向上した電源網解析を短時間で行うことが可能な電源網解析方法を提供することを目
的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、請求項１に係る電源網解析方法は、電源配線との接続位置
、および接続配線種の情報を含む２以上の電源端子を有する回路ブロックが少なくとも１
つ配置されている回路装置に対して、電源配線を抵抗要素に分割して電源網解析を、コン
ピュータを用いて構築された解析システムでコンピュータの情報処理として行う際、回路
ブロック内において、接続配線種の情報に基づき電源端子間を相互に接続して仮想電源配
線を生成する仮想配線生成ステップと、電源配線と仮想電源配線とを、抵抗要素に分割し
て抵抗網ネットリストを抽出する抵抗網抽出ステップとを有することを特徴とする。
【００１１】
　請求項１の電源網解析方法では、仮想配線生成ステップにより、電源端子の接続配線種
の情報に基づいて、回路ブロック内で電源端子間を相互に接続して仮想電源配線を生成す
る。生成された仮想電源配線を電源配線として追加して、抵抗網抽出ステップにより、電
源配線と仮想電源配線とを抵抗要素に分割して抵抗網ネットリストを抽出する。
【００１２】
　ここで、回路ブロックの対向する境界辺上に２つの電源端子が対向して存在する場合に
は、対向する境界辺に向かう直線部で電源端子間を接続して仮想電源配線を生成し、２つ
の前記電源端子が非対向で存在する場合には、対向する境界辺に向かう直線部を、１また
は２の屈曲部で結んで電源端子間を接続して仮想電源配線を生成することが好ましい。ま
た、この場合の屈曲部は、９０°または４５°の角度を有して屈曲することが好ましい。
【００１３】
　これにより、回路ブロック内の電源配線を、仮想電源配線により簡略化して抵抗網ネッ
トリストとして抽出することができるので、全ての電源配線を抵抗網ネットリストとして
抽出する場合に比して現実的な解析時間で必要な精度を有する電源網解析を行うことがで
きる。
【００１４】
　また、回路ブロック内を通過する電源配線が、仮想電源配線としてモデル化されるので
、回路ブロックを通過する電源電流についても解析を行うことができ、回路ブロック内の
電源配線を考慮しない場合に比して解析精度を向上させることができる。
【００１５】
　また、請求項４に係る電源網解析方法は、請求項１に記載の電源網解析方法において、
仮想電源配線の仮想経路を定義する仮想経路定義ステップを有し、仮想配線生成ステップ
では、定義された仮想経路に基づき仮想電源配線を生成することを特徴とする。
【００１６】
　請求項４の電源網解析方法では、仮想経路定義ステップにより、仮想電源配線の経路を
仮想配線として定義した上で、仮想配線生成ステップにより、仮想電源配線を生成する。
【００１７】
　これにより、回路ブロック内の仮想電源配線の回線経路を、予め所定の経路に定義して
おくことができるので、回路ブロック内の電源配線に関する属性に応じて仮想電源配線を
設定することができ、解析精度の向上に資することができる。
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【００１８】
　更に、電源端子から回路ブロックの対向する境界辺に向かう直線部が、既に配線された
仮想電源配線と交差する場合には、電源端子と仮想電源配線とを接続する直線部を新たな
仮想電源配線とすることが好ましい。これにより、接続先の電源端子がない場合にも、電
源端子に対する仮想電源配線を設定することができる。また、接続先の電源端子がある場
合でも、両電源端子を接続するまでもなくより近傍に存在する仮想電源配線との間で新た
な仮想電源配線を構成することができる。
【００１９】
　また、請求項５に係る電源網解析方法は、請求項１に記載の電源網解析方法において、
電源端子間、仮想電源配線間、または電源端子と仮想電源配線との接続において相互の接
続配線種が異なる場合、配線経路中に接続配線種間を接続する接続部を生成することを特
徴とする。これにより、接続配線種の異なる配線経路も１つの仮想電源配線として扱うこ
とができる。
【００２０】
　ここで、電源端子間、または電源端子と仮想電源配線とが接続される場合には、生成さ
れる仮想電源配線の配線経路中に接続部を生成してやればよく、また、仮想電源配線が交
差する場合には、仮想電源配線の交差領域に接続部を生成してやればよい。
【００２１】
　ここで、接続配線種の１例として、電源配線に使用される金属配線層が考えられる。こ
のときの接続部は、両接続配線種を接続するコンタクト層を有する構成とすることができ
る。更に、コンタクト層は、異種金属配線層を接続するビアコンタクト層や、両接続配線
種が多層に離間した異種金属配線層である場合には、中間層を介して互いを接続するスタ
ックドビアコンタクト層が考えられる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の電源網解析方法について具体化した実施形態を図１乃至図１０に基づき
図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２３】
　図１には、回路ブロックＡ乃至Ｅ（１乃至５）への電源配線ＰＬ１乃至ＰＬ７の接続例
を示す配置レイアウトの模式図を示す。半導体集積回路における電源配線パターンのレイ
アウトに代表されるレイアウト模式図である。各回路ブロック１乃至５には、回路ブロッ
クの外部から接続される電源配線の接続位置として電源端子ＴＡ１乃至ＴＥ４が設定され
ている。この電源端子ＴＡ１乃至ＴＥ４には、電源配線との接続位置と共に、接続すべき
配線種も指定されている。ここで、配線種とは、半導体集積回路のレイアウトを例にとれ
ば、電源配線が形成される金属層などの配線材料を指定する種別である。以下、配線種を
配線層と称する。
【００２４】
　ここで、電源配線ＰＬ１乃至ＰＬ７は、同一電源に対する配線であり、例えば、電源電
圧ＶＣＣや接地電圧ＧＮＤ等が該当する。これらの電源配線は、回路装置全体で同一電源
に接続されていると共に、図示されていない回路ブロック１乃至５内においても同一の配
線として構成されている。従って、回路ブロック内の配線状況は図示されていないものの
、各回路ブロック１乃至５における電源端子同士は、内部にて接続されていることが一般
的である。本実施形態においては、これらの回路ブロック内に存在する電源配線を仮想的
に生成し、電源端子間を仮想電源配線により接続するものである。以下、回路ブロックご
とに仮想電源配線のモデル化を行う。
【００２５】
　図２は、回路ブロック１に対する仮想電源配線のモデル化を示す。回路ブロック１は、
２つの電源端子ＴＡ１、ＴＡ２が回路ブロック１の対向する境界辺に対向して配置されて
いる場合である。両電源端子ＴＡ１、ＴＡ２を直結する直線は、各電源端子を有する境界
辺に対して直角方向に配置される。
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【００２６】
　この場合に生成される仮想電源配線ＩＬ１は、対向する電源端子ＴＡ１、ＴＡ２を直結
する配線となる。また仮想電源配線ＩＬ１を構成する配線層は、電源端子ＴＡ１、ＴＡ２
が端子属性として有している電源配線ＰＬ１、ＰＬ２との接続配線層となる。ここでは、
電源端子ＴＡ１、ＴＡ２は同一の配線層を接続属性として有している場合を示している。
仮想電源配線ＩＬ１により、回路ブロック１の電源端子ＴＡ１、ＴＡ２は接続され、回路
ブロック１を通過する電源配線をモデル化することができる。
【００２７】
　尚、この仮想電源配線ＩＬ１は、電源端子ＴＡ１、ＴＡ２との間で直線部のみを有して
接続される。このため、既知の抵抗抽出方法により直線部を抵抗要素として抽出すれば、
仮想電源配線ＩＬ１は電源端子ＴＡ１、ＴＡ２を接続する１つの抵抗要素として抽出する
ことができる。
【００２８】
　また、電源端子ＴＡ１、ＴＡ２間で接続属性として配線層が異なる場合については、後
述（図７）するようにコンタクト層を介して両配線層を接続することとなる。
【００２９】
　図３は、回路ブロック２に対する仮想電源配線のモデル化を示す。回路ブロック２は、
２つの電源端子ＴＢ１、ＴＢ２が回路ブロック２の対向する境界辺に、対向位置からずれ
て配置されている場合である。
【００３０】
　この場合に生成される仮想電源配線ＩＬ２は、対向する電源端子ＴＢ１、ＴＢ２の各々
から対向する境界辺に向けて伸長した直線部を、各々９０°で屈曲する２つのクランクを
介して接続する配線となる。このときの配線層は仮想電源配線ＩＬ１の場合と同様に、電
源端子ＴＢ１、ＴＢ２が端子属性として有している電源配線ＰＬ２、ＰＬ３との接続配線
層となる。ここでは、電源端子ＴＢ１、ＴＢ２は同一の配線層を接続属性として有してい
る場合を示している。仮想電源配線ＩＬ２により、回路ブロック２の電源端子ＴＢ１、Ｔ
Ｂ２は接続され、回路ブロック２を通過する電源配線をモデル化することができる。
【００３１】
　尚、この仮想電源配線ＩＬ２は、電源端子ＴＢ１、ＴＢ２との間で２つのクランクを介
して接続される。このため、既知の抵抗抽出方法により直線部に対して１つの抵抗要素を
抽出する方法に従えば、仮想電源配線ＩＬ２は電源端子ＴＢ１、ＴＢ２を接続する３つの
抵抗要素として抽出することができる。
【００３２】
　また、図３の例では、クランクとして９０°に屈曲する場合について示したが、クラン
クにおける屈曲角度は９０°に限定されるものではなく、４５°等の角度により構成する
ことができることは言うまでもない。更に、図３の例では、クランクを２つ備える場合に
ついて説明したが、電源端子が存在する境界辺において９０°のクランクを有する構成、
または境界辺の前で４５°のクランクを有する構成とすれば、１つのクランクにより仮想
電源配線ＩＬ２を構成することも可能である。
【００３３】
　また、仮想電源配線ＩＬ１と同様に、電源端子ＴＢ１、ＴＢ２間で接続属性として配線
層が異なる場合については、後述（図７）するようにコンタクト層を介して両配線層を接
続することとなる。
【００３４】
　図４は、回路ブロック３に対する仮想電源配線のモデル化を示す。回路ブロック３は、
２つの電源端子ＴＣ１、ＴＣ２が回路ブロック３の対向する境界辺に配置されている場合
である。この場合、両電源端子ＴＣ１、ＴＣ２の配置関係は、対向または非対向の何れの
場合も同様に適用することができる。また、電源端子が対向する境界辺にない場合でも同
様に適用することができる。回路ブロック３内には、電源配線により供給される電源電圧
の変動に対してクリティカルな動作を行う回路領域Ｘを含むものとする。このような回路
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領域Ｘに対しては、電圧変動が制限された電源電圧を供給する必要があり、電源網解析を
通じて電源変動が仕様の範囲内であるか否かを精度よく検証することが必要となる。回路
領域Ｘへの電源配線を正確に抽出する必要がある。
【００３５】
　このような場合に、仮想電源配線を生成するに先立ち、所定の電源配線を予め仮想経路
として定義しておくことができれば便宜である。仮想経路ＩＲは、設計者等により仮想電
源配線の生成の前に予め定義された仮想経路である。回路領域Ｘへの電源配線を詳細に定
義しておく。仮想電源配線の生成段階において、仮想経路ＩＲはそのまま仮想電源配線Ｉ
Ｌ３として生成される。電源端子ＴＣ１、ＴＣ２を接続し、回路領域Ｘへの電源配線経路
を詳細にトレースした配線となる。このとき、仮想電源配線ＩＬ３を構成する配線層は、
仮想電源配線ＩＬ１、ＩＬ２の場合と同様に、電源端子ＴＣ１、ＴＣ２が端子属性として
有している電源配線ＰＬ３、ＰＬ４との接続配線層となる。仮想電源配線ＩＬ３により、
回路ブロック３の電源端子ＴＣ１、ＴＣ２は接続され、回路領域Ｘへの正確な電源配線を
有して回路ブロック３を通過する電源配線をモデル化することができる。
【００３６】
　尚、この仮想電源配線ＩＬ３は、電源端子ＴＣ１、ＴＣ２との間で４つのクランクを介
して接続される。このため、既知の抵抗抽出方法により直線部に対して１つの抵抗要素を
抽出する方法に従えば、仮想電源配線ＩＬ３は電源端子ＴＣ１、ＴＣ２を接続する４つの
抵抗要素として抽出することができる。
【００３７】
　また、図４の例では、仮想配線ＩＲを予め定義する理由として、回路ブロック３内に、
電源電圧の変動に対してクリティカルな回路動作を行う回路領域Ｘが存在する場合を例に
説明したが、仮想電源配線を生成する前に定義される仮想配線は、これ以外にも回路ブロ
ック内で電源配線の配線経路を予め指定しておく必要がある場合に適用することができる
ことは言うまでもない。
【００３８】
　また、仮想電源配線ＩＬ１、ＩＬ２と同様に、電源端子ＴＣ１、ＴＣ２間で接続属性と
して配線層が異なる場合については、後述（図７）するようにコンタクト層を介して両配
線層を接続することとなる。
【００３９】
　図５は、回路ブロック４に対する仮想電源配線のモデル化を示す。回路ブロック４は、
３つの電源端子ＴＤ１、ＴＤ２、ＴＤ３のうち、電源端子ＴＤ１、ＴＤ２が回路ブロック
４の対向する境界辺に配置され、電源端子ＴＤ３が対向する境界辺を結ぶ境界辺に配置さ
れている場合である。図５では、両電源端子ＴＤ１、ＴＤ２の配置関係が対向する場合を
示しているが、非対向の場合も同様に適用することができることは言うまでもない。
【００４０】
　この場合、先ず、対向する境界辺にある電源端子ＴＤ１、ＴＤ２を接続する仮想電源配
線ＩＬ４Ａを生成する。このときの配線層は仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ３の場合と同様
に、電源端子ＴＤ１、ＴＤ２が端子属性として有している電源配線ＰＬ１、ＰＬ５との接
続配線層となる。ここでは、電源端子ＴＤ１、ＴＤ２は同一の配線層を接続属性として有
している場合を示している。
【００４１】
　電源端子ＴＤ３については、接続すべき他の電源端子が存在しない。この場合には、電
源端子ＴＤ３から対向する境界辺に向けて、仮想電源配線ＩＬ４Ａに接続されるまで直線
状に配線経路を伸長する。この配線経路が仮想電源配線ＩＬ４Ｂである。仮想電源配線Ｉ
Ｌ４Ａ、ＩＬ４Ｂが接続されて凸状に生成された仮想電源配線ＩＬ４により、回路ブロッ
ク４の電源端子ＴＤ１乃至ＴＤ３は接続され、回路ブロック４を通過する電源配線をモデ
ル化することができる。
【００４２】
　尚、この仮想電源配線ＩＬ４は、仮想電源配線ＩＬ４Ａの中間点で仮想電源配線ＩＬ４
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Ｂが接続されるように構成される。このため、既知の抵抗抽出方法により接続部分までを
１つの抵抗要素として抽出する方法に従えば、仮想電源配線ＩＬ４は、接続点と各電源端
子ＴＤ１乃至ＴＤ３とを接続する３つの抵抗要素として抽出することができる。
【００４３】
　また、仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ３と同様に、電源端子ＴＤ１乃至ＴＤ３間で接続属
性として配線層が異なる場合については、後述（図７）するようにコンタクト層を介して
両配線層を接続することとなる。
【００４４】
　図６は、回路ブロック５に対する仮想電源配線のモデル化を示す。回路ブロック５は、
４つの電源端子ＴＥ１乃至ＴＥ４のうち、電源端子ＴＥ１、ＴＥ２と電源端子ＴＥ３、Ｔ
Ｅ４とが互いに対向する境界辺に配置されている場合である。図６では、電源端子ＴＥ１
、ＴＥ２と電源端子ＴＥ３、ＴＥ４との配置関係は、対向する場合を示しているが、非対
向の場合も同様に適用することができることは言うまでもない。
【００４５】
　互いに対向する境界辺にある電源端子ＴＥ１、ＴＥ２および電源端子ＴＥ３、ＴＥ４と
は各々接続され、仮想電源配線ＩＬ５ＡおよびＩＬ５Ｂを生成する。このときの配線層は
仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ４Ｂの場合と同様に、電源端子ＴＥ１、ＴＥ２および電源端
子ＴＥ３、ＴＥ４が端子属性として有している電源配線ＰＬ５、ＰＬ７および電源配線Ｐ
Ｌ３、ＰＬ６との接続配線層となる。ここでは、各電源端子ＴＥ１乃至ＴＥ４は同一の配
線層を接続属性として有している場合を示している。
【００４６】
　２組の電源端子を接続して生成された仮想電源配線ＩＬ５Ａ、ＩＬ５Ｂは、その中間点
で交差する。両仮想電源配線ＩＬ５Ａ、ＩＬ５Ｂは同一の配線層で構成されているので、
交差領域において両仮想電源配線ＩＬ５Ａ、ＩＬ５Ｂは接続されて、仮想電源配線ＩＬ５
が生成される。回路ブロック５の電源端子ＴＥ１乃至ＴＥ４は接続され、回路ブロック５
を通過する電源配線をモデル化することができる。
【００４７】
　尚、この仮想電源配線ＩＬ５は、両者の交差領域で接続されるように構成される。この
ため、既知の抵抗抽出方法により交差領域までを１つの抵抗要素として抽出する方法に従
えば、仮想電源配線ＩＬ５は、交差領域と各電源端子ＴＥ１乃至ＴＥ４とを接続する４つ
の抵抗要素として抽出することができる。
【００４８】
　また、仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ４Ｂと同様に、電源端子ＴＥ１乃至ＴＥ４間で接続
属性として配線層が異なる場合については、後述（図７）するようにコンタクト層を介し
て両配線層を接続することとなる。
【００４９】
　次に、互いに接続されるべき電源端子間、仮想電源配線間、または電源端子と仮想電源
端子とが、互いに異なる配線層で構成されている場合における、仮想電源配線の生成につ
いて説明する。互いに配線層が異なる場合には、このままでは、両者は接続することがで
きない。そこで、配線層間を接続するコンタクト層を配線系路上に配置することにより、
両配線層間を接続することが便宜である。
【００５０】
　図７（Ａ）は、電源端子間を接続する場合である。各電源端子の端子属性として互いに
異なる配線層Ｍ１、Ｍ２で構成される場合には、両電源端子を接続する仮想電源配線上に
コンタクト層Ｃ１を生成して両配線層を接続することができる。
【００５１】
　図７（Ｂ）は、既に生成されている仮想電源配線に対して電源端子から新たに仮想電源
配線を接続する場合である。電源端子が端子属性として有する配線層Ｍ２が既に生成され
ている仮想電源配線の配線層Ｍ１と異なる場合には、両仮想電源配線の接続点、または新
たな仮想電源配線上にコンタクト層Ｃ１を生成して両配線層を接続することができる。
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【００５２】
　図７（Ｃ）は、仮想電源配線間を接続する場合である。各仮想電源配線が互いに異なる
配線層Ｍ１、Ｍ２を有する場合には、両仮想電源配線の交差領域にコンタクト層Ｃ１を生
成して両配線層を接続することができる。
【００５３】
　ここで、コンタクト層Ｃ１とは、配線層Ｍ１と配線層Ｍ２とを物理的に接続する構造を
有するものであり、配線層Ｍ１、Ｍ２の組み合わせにより、ビアコンタクト層、またはス
タックドビアコンタクト層を適用することができる。ここで、スタックドビアコンタクト
層とは、互いに２層以上離間した配線層を接続するためのビアコンタクト層のうち接続対
象の配線層の中間に配置される１つ以上の配線層を介して両配線層を接続する構成のコン
タクト層を言う。
【００５４】
　図２乃至図７に個別に説明した仮想電源配線の生成方法により、図１に示した回路装置
における回路ブロック１乃至５内の電源配線をモデル化した結果を図８に示す。各ブロッ
クの電源端子に接続された電源配線ＰＬ１乃至ＰＬ７は、回路ブロック内の仮想電源配線
ＩＬ１乃至ＩＬ５により回路ブロックを越えて相互に接続されることとなる。これにより
、回路ブロックを通過して流れる電源電流の経路がモデル化され、電源網解析を精度よく
行うことができる。
【００５５】
　尚、図示はされていないが、図８に示した仮想電源配線を含めた電源配線網は、既存の
抵抗網抽出方法により抵抗網ネットリストにモデル化される。更に、特許文献１等に記載
されている既存の電流源設定方法により、モデル化された抵抗網ネットリストの各ノード
には、回路ブロック等で消費される電源電流に応じた電流源が接続される。
【００５６】
　以上に説明した電源網解析方法を具体化する電源網解析装置１０を図９に示す。図９の
電源網解析装置１０では、中央処理装置（以下、ＣＰＵと略記する。）２０を中心にバス
８０を介して、メモリ３０、磁気ディスク装置４０、表示装置（以下、ＣＲＴと略記する
。）５０、キーボード６０、及び外部記憶媒体駆動装置７０が相互に接続されており、更
に外部記憶媒体駆動装置７０にＣＤＲＯＭや磁気媒体等の外部記憶媒体９０が着脱可能に
設置される構成である。
【００５７】
　後述の図１０に示す電源網解析のフローを実行するコンピュータプログラムは、電源網
解析装置１０内のメモリ３０や磁気ディスク装置４０に記録されている他、ＣＤＲＯＭや
磁気媒体等の外部記憶媒体９０に記録されている場合に、外部記憶媒体駆動装置７０を介
してメモリ３０、磁気ディスク装置４０に記録され、あるいは直接ＣＰＵ２０に転送され
る。また、インターネット等の通信回線（不図示）を介して伝送されることも可能である
。
【００５８】
　また、後述する図１０の解析フローに示す、電源配線の配置情報等のチップレイアウト
データが格納される格納部Ｄ１、チップ上の電源配線網から抽出された抵抗網ネットリス
トが格納される格納部Ｄ２、チップ上に配置されている回路ブロックについての電源端子
情報等のデータが格納される格納部Ｄ３、および回路ブロックにおける電源端子情報に基
づき仮想的に生成された仮想電源配線網についての抵抗網ネットリストが格納される格納
部Ｄ４は、磁気ディスク装置４０や、ＣＤＲＯＭ、磁気媒体等の外部記憶媒体９０に記録
されており、上記コンピュータプログラムの処理に従いＣＰＵ２０からの指令により必要
に応じて参照される。そして、図１０に示す電源網解析のフローを実行するプログラムに
従い電源網解析された解析結果は、ＣＲＴ５０等の確認手段により確認される。解析手順
の入力の他、解析結果に対する電源配線の配線幅や引き回しルート等の修正は、キーボー
ド６０等からの入力指示に従い行う。また、解析結果は格納部Ｄ５として磁気ディスク装
置４０、あるいは外部記憶媒体駆動装置７０を介したＣＤＲＯＭ、磁気媒体等の外部記憶
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媒体９０に記録される。
【００５９】
　図１０は、半導体集積回路のレイアウトデータについて電源網解析を行う場合を例にし
た電源網解析フローである。格納部Ｄ１に格納されているチップレイアウトデータから取
り出された電源配線網は、既存の方法により抵抗要素に分割されて抵抗網ネットリストが
抽出される（Ｓ１）。抽出された抵抗網ネットリストは、格納部Ｄ２に格納される。尚、
必要に応じて特許文献１等に開示されているように、屈曲部、交差領域、またはコンタク
ト層等により分割された電源配線ごとに、回路ブロック外で消費される電源電流を電流源
にモデル化して接続するようにしてもよい。
【００６０】
　一方、格納部Ｄ３に格納されている回路ブロックデータから取り出された電源端子情報
に対して（Ｓ２）仮想電源配線の生成処理が行われる（Ｓ３）。ここでは、図２乃至図７
に示された個別の生成処理が電源端子情報に基づいて行われる。例えば、図２乃至図４に
示された仮想電源配線のモデル化を基本的な処理として電源端子間を接続する仮想電源配
線が生成されながら、必要に応じて、図５乃至図７の処理が行われ、回路ブロック内で効
率よく接続された仮想電源配線が生成される。最終的には、屈曲部、交差領域、またはコ
ンタクト層を介して１つの電源ノードとして相互に接続された仮想電源配線が生成される
。
【００６１】
　生成された仮想電源配線網は、既存の方法により抵抗要素に分割されて抵抗網ネットリ
ストが抽出される（Ｓ４）。このとき合わせて、特許文献１等に開示されているように、
屈曲部、交差領域、またはコンタクト層等により分割された仮想電源配線ごとに、回路ブ
ロック内で消費される電源電流を電流源にモデル化して接続するようにしてもよい。抽出
された抵抗網ネットリストは、格納部Ｄ４に格納される。
【００６２】
　格納部Ｄ２に格納されている回路ブロック外の電源配線網についての抵抗網ネットリス
トと、格納部Ｄ４に格納されている回路ブロック内の仮想電源配線網についての抵抗網ネ
ットリストとにより、既存の電源網解析が行われる（Ｓ６）。解析された結果は、格納部
Ｄ５に格納される。
【００６３】
　以上詳細に説明したとおり、本実施形態に係る電源網解析方法では、回路ブロック１乃
至５内の電源配線を、仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ５により簡略化して抵抗網ネットリス
トとして抽出することができるので、全ての電源配線を抵抗網ネットリストとして抽出す
る場合に比して、現実的な解析時間で必要な精度を有する電源網解析を行うことができる
。回路装置に備えられる回路ブロック１乃至５の回路規模、または回路ブッロク数の増加
に対しても、解析時間が制約されることはなく、大規模回路に対しても有効な電源網解析
を行うことができる。
【００６４】
　また、回路ブロック１乃至５内を通過する電源配線が、仮想電源配線ＩＬ１乃至ＩＬ５
としてモデル化されるので、回路ブロック１乃至５を通過する電源電流についても解析を
行うことができ、回路ブロック１乃至５内の電源配線を考慮しない場合に比して解析精度
を向上させることができる。
【００６５】
　更に、回路ブロック３内の仮想電源配線ＩＬ３の回線経路を、仮想配線ＩＲとして予め
所定の配線経路に定義しておくことができるので、回路ブロック３内の電源配線に関する
属性に応じて仮想電源配線ＩＬ３を設定することができ、解析精度の向上に資することが
できる。
【００６６】
　また、電源端子ＴＤ３から回路ブロック４の対向する境界辺に向かう直線部が、既に配
線された仮想電源配線ＩＬ４Ａと交差する場合には、電源端子ＴＤ３と仮想電源配線ＩＬ
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４Ａとを接続する直線部を新たな仮想電源配線ＩＬ４Ｂとすることができる。これにより
、接続すべき電源端子がない場合にも、電源端子ＴＤ３に対する仮想電源配線ＩＬ４Ｂを
設定することができる。また、接続すべき電源端子がある場合でも、両電源端子を接続す
るまでもなくより近傍に存在する仮想電源配線との間で仮想電源配線を構成することがで
きる。
【００６７】
　また、異なる配線層については、コンタクト層等の接続部で接続してやれば、複数の配
線経路も１つの仮想電源配線として扱うことができる。回路ブロック内の電源配線を簡略
化した構成の仮想電源配線としてモデル化することができる。
【００６８】
　尚、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
内で種々の改良、変形が可能であることは言うまでもない。
　例えば、本実施形態においては、回路装置として半導体集積回路を代表例として記載し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、回路基板上に構成された回路装置等のそ
の他の回路装置に対しても同様に適用することができる。
　また、本実施形態については、１種類の電源配線に対して例示したが、電源配線は複数
系統存在していてもそれぞれの電源配線に対して順次適用することができることは言うま
でもない。
　更に、電源端子間等を接続する仮想電源配線が有する配線幅については特に言及してい
ないが、相互に接続される電源端子の端子属性として有する配線幅が同じであればその電
源幅で接続すればよい。また、互いに異なる配線幅を有する電源端子を接続する場合には
、何れか狭幅の配線幅で接続することや、仮想電源配線の途中で配線幅を変化させること
も可能である。後者の場合には、配線幅の切替点を境界として抵抗要素の抽出を行うこと
が好ましい。その前後で仮想電源配線が有するシート抵抗が異なるからである。
【００６９】
　ここで、本発明の技術思想により従来技術における課題を解決する手段を以下に列記す
る。
（付記１）　電源配線との接続位置、および接続配線種の情報を含む２以上の電源端子を
有する回路ブロックが少なくとも１つ配置されている回路装置に対して、前記電源配線を
抵抗要素に分割して電源網解析を行う電源網解析方法であって、
　前記回路ブロック内において、前記接続配線種の情報に基づき前記電源端子間を相互に
接続して仮想電源配線を生成する仮想配線生成ステップと、
　前記電源配線と前記仮想電源配線とを、抵抗要素に分割して抵抗網ネットリストを抽出
する抵抗網抽出ステップとを有することを特徴とする電源網解析方法。
（付記２）　前記回路ブロックの対向する境界辺上に２つの前記電源端子が対向して存在
する場合、前記仮想配線生成ステップは、対向する前記境界辺に向かう直線部で前記電源
端子間を接続することにより前記仮想電源配線を生成することを特徴とする付記１に記載
の電源網解析方法。
（付記３）　前記回路ブロックの対向する境界辺上に２つの前記電源端子が非対向で存在
する場合、前記仮想配線生成ステップは、対向する前記境界辺に向かう直線部を、１また
は２の屈曲部で結んで前記電源端子間を接続することにより前記仮想電源配線を生成する
ことを特徴とする付記１に記載の電源網解析方法。
（付記４）　前記屈曲部は、９０°または４５°の角度を有して屈曲することを特徴とす
る付記３に記載の電源網解析方法。
（付記５）　前記仮想電源配線の仮想経路を定義する仮想経路定義ステップを有し、前記
仮想配線生成ステップでは、定義された前記仮想経路に基づき前記仮想電源配線を生成す
ることを特徴とする付記１に記載の電源網解析方法。
（付記６）　前記電源端子から前記回路ブロックの対向する境界辺に向かう直線部が既に
配線された前記仮想電源配線と交差する場合、前記電源端子と前記仮想電源配線とを接続
する前記直線部を新たな仮想電源配線として生成することを特徴とする付記１に記載の電
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源網解析方法。
（付記７）　前記電源端子間、前記仮想電源配線間、または前記電源端子と前記仮想電源
配線との接続において相互の前記接続配線種が異なる場合、配線経路中に前記接続配線種
間を接続する接続部を生成することを特徴とする付記１に記載の電源網解析方法。
（付記８）　互いに前記接続配線種が異なる、前記電源端子間、または前記電源端子と前
記仮想電源配線とが接続される場合、生成される前記仮想電源配線の配線経路中に前記接
続部を生成することを特徴とする付記７に記載の電源網解析方法。
（付記９）　異なる前記接続配線種により生成された前記仮想電源配線が交差する場合、
前記仮想電源配線の交差領域に前記接続部を生成することを特徴とする付記７に記載の電
源網解析方法。
（付記１０）　電源配線との接続位置、および接続配線種の情報を含む２以上の電源端子
を有する回路ブロックが少なくとも１つ配置されている回路装置に対して、前記電源配線
を抵抗要素に分割して電源網解析を実行するコンピュータプログラムであって、
　前記回路ブロック内において、前記接続配線種の情報に基づき前記電源端子間を相互に
接続して仮想電源配線を生成する仮想配線生成ステップと、
　前記電源配線と前記仮想電源配線とを、抵抗要素に分割して抵抗網ネットリストを抽出
する抵抗網抽出ステップとを有する電源網解析を実行することを特徴とするコンピュータ
プログラム。
（付記１１）　電源配線との接続位置、および接続配線種の情報を含む２以上の電源端子
を有する回路ブロックが少なくとも１つ配置されている回路装置に対して、前記電源配線
を抵抗要素に分割して電源網解析を実行する電源網解析装置であって、
　前記回路ブロック内において、前記接続配線種の情報に基づき前記電源端子間を相互に
接続して仮想電源配線を生成する仮想配線生成ステップと、
　前記電源配線と前記仮想電源配線とを、抵抗要素に分割して抵抗網ネットリストを抽出
する抵抗網抽出ステップとを有する電源網解析を実行することを特徴とする電源網解析装
置。
【００７０】
【発明の効果】
　本発明によれば、回路ブロック内の電源配線を簡略化された仮想電源配線でモデル化し
、仮想電源配線に対して抵抗網を抽出することにより、解析精度が向上した電源網解析を
短時間で行うことが可能な電源網解析方法を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　電源配線と回路ブロックとの接続を示すレイアウト模式図である。
【図２】　仮想電源配線のモデル化（１）を示す図である。
【図３】　仮想電源配線のモデル化（２）を示す図である。
【図４】　仮想電源配線のモデル化（３）を示す図である。
【図５】　仮想電源配線のモデル化（４）を示す図である。
【図６】　仮想電源配線のモデル化（５）を示す図である。
【図７】　コンタクト層を有する場合を示す図である。
【図８】　本実施形態による電源配線網を示すレイアウト模式図である。
【図９】　本実施形態における電源網解析装置の構成図である。
【図１０】　本実施形態のフローチャートである。
【符号の説明】
１乃至５　　　　　回路ブロックＡ乃至Ｅ
１０　　　　　　　電源網解析装置
Ｃ１　　　　　　　コンタクト層
ＩＬ１乃至ＩＬ５、ＩＬ４Ａ、ＩＬ４Ｂ、ＩＬ５Ａ、ＩＬ５Ｂ
　　　　　　　　　仮想電源配線
ＩＲ　　　　　　　仮想経路
Ｍ１、Ｍ２　　　　配線層



(12) JP 4190251 B2 2008.12.3

ＰＬ１乃至ＰＬ７　電源配線
ＴＡ１乃至ＴＥ４　電源端子
Ｘ　　　　　　　　回路領域

【図１】 【図２】
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